
轟
　 弧

醐

叢

、

最
低

生
活
費
免
税

論

・

植

民
政
策
是
非

・

小
作
制

と
小
作
法

経

済
道

と
縄
濟
術

海
運

に
於
け

る
競

争

と
猫
占

・

時

論
醐

我
邦
消
費
税
の
艦
系
を
論
ず

・

説

胞

リ

ッ
ケ

ル
ト

の
債

値

鱒

系

・

蕾
、尾

張
藩

に
於

け

る
地
割

制

度

雑

録

、峨
膿

鞭
國
常
統
計
」
を
讀

み
て

・

法
學
博
士

・

攻
撃
博
士

法
學
博
士

法

學

土

法

華

士

注
畢
博
士

文
學
博
士

農

學

士

.注

學

士

小

川

郷

太

郎

原

勝

郎

河

田

祠

廊

作

田

壮

一

小

島

昌

太

郎

帥

戸

正

雄

米

田

庄

太

郎

奥

田

或

汐

見

三

郎

㎏ 一r… 一_一 一一



、善
尾
張
藩

に
於
け
ろ
地
割
制
度

〔
二

、
完

)

奥

田

或/

、

第 第 第 錯 節 第 第
七 六 五 四 三 二 一

野㌣
鱗
生
及
腰
拶

所載

結

　し

第
五

謹

生

及
び

廣

減

本
制
度
獲
生
の
年
代
ぽ
全
然
不
明
に
し
て
僅

に
元
醸
七
年
四
月
(日
紀
二
三
五
四
)
尾
州
海
東
郡
蟹
江
新
田
須
成

分
の
倹
地
帳

に
よ
り
て
同
年
既

に
存
在
し
π
る
事
、
及
び
富
田
村
の
古
老
佐
藤
左
兵
衛
兵
の
談
に
よ
り
同
地
方
の

地
割
は
慶
長
十
三
年
(
日
紀
二
二
六
八
)
備
前
検
地
〔註
二
六
)を
以
て
始
ま
b
た
b
ε
の
口
碑
の
存
在
す

る
事
を
知
り

棚

七

の

み

。

(註

一
一穴
〕

慶

長
十
三
年
幕
府
伊
奈
備
前
守
忠
次
た
し
て
中
野

七
臓
忠
吉
、
彦
坂
九
兵
衛
光
正
建
業
に
尾
張

「
圓
の
槍
地
な
行
は
し
む

、
患
家
等
に

手
代
竿
取
案
内
の
者
に
至
る
ま
で
槍
地
に
從

ふ
人
員

「
同
な
騨
前

に
集
め
に
互

ド
不
正
の
威
麗
な
か
ら
む
事
な
誓
ひ
て
、
後

七
月
二
十
口
愛
知

郡

.

矢
田
村
よ
り
竿
々
入
れ
始
め
て
十
月
二
十
日
知
多
郡

の
南
端
に
至
り
て
終

る
、
世

に
之
な
備
前

検
ぐ」
稽
す
、

説

苑

葛
尾
張
藩
に
於
け
る
地
割
制
蔑

(二
、完
)

第
十
四
巻

(第
二
號

四

〇
五
}

一
五
五
.

●
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り

■

誠

苑

薔
尾
張
藩
に
飛
げ
る
地
割
制
度
(二
、完
)

第
十
四
巻

(第
二
號
四
〇
六
)

一
五
六

本
制
度
の
起
因
に
閲
す

る
説
は
分
ち
て
イ
班
田
牧
授
逡
制
説

ロ
地
目
攣
換
説

ハ
境
界
整
理
説

二
共
同
開
墾
説

ホ

く

く

く

損
益
均
分
説
の
五
ε
す
。
今
之
等
の
諸
説
を
余
が
調
査
せ
る
地
方
の
地
割
慣
行

に
適
用
し
得
る
や
否
や
を
検
せ
ん

に
、)

.

鋤

一
班
田
牧
授
遺
制
説
は
内
田
博
士
の
論
文
中

に
引
用
せ
ら
る
＼
瀬
尾
氏
の
説
に
し
て
、
.其
趣
旨

は

「
昔
の
班
田

く
授
受
法
の
遺
制

に
御
座
候
哉
に
相
見

へ
申
候
其
反
讃
な
る
は
海
東
郡
雁
田
村
以
南
伊
勢
海
岸
迄
の
新
田
は
右
の
如

き
地
割
若
く
は
籔
替
杯
無
之
小
作
人
は
永
小
作

ε
禰

へ
地
上
権
を
有
し
更
(
割
勝
)換
杯
無
之
候
μ
ご
云
ふ
に
あ
り
。

う

お
ラ

撚

れ
こ
も
イ
地
割
制
度
の
内
容
は
内
田
博
士

の
研
究
の
如
く
班
田
牧
授
法
の
内
容

ε
異

る
こ
ご
、

ロ
後
述

の
如
く

共
同
開
墾

に
よ
b
て
地
割
創
始
せ
ら
れ
覚
り
ε
想
際
し
得
る
部
落
の
存
在
す
る
こ
ε
、

ハ
比
較
的
近
代

に
開
墾

せ

ロ
ラ

ら
れ
た
る
土
地

に
も
地
割
が
存
在

せ
し
こ
ε
、

一　
永
小
作
人
が
自
ら
地
割
を
な
す
部
落
の
存
在
し
又
は
存
在
し
た

ほ
う

る
こ
ξ
蛎

ホ
慶
長
十
三
年
備
前
検
地
を
以
て
獲
生
し
た
り
ε
の
口
碑
あ
る
こ
ご
よ
り
考
ふ
れ
ば
本
説
は
余
の
調
査

く

せ
る
地
割
慣
行
に
適
用
し
難
し
。

二
地
目
攣
換
説
は
富
田
村
の
古
老
佐
藤
佐
兵
衛
氏
の
談
な
b
こ
て
南
江
幸
三
郎
氏
が
余
に
通
信

せ
ら

れ
た
る
も

こ
の
に
し
て
、
同
氏
の
書
簡
に

「地
割
の
儀
は
備
前
検
地
を
以
て
始
め
た
り
尤
も
醤

一
村
内

の
今
月
の
地
租
視
従
前

の
年
貢
は
高
石
何
々
石
`
決
せ
し
ょ
り
田
畑
宅
地
に
誤
動
増
減
を
生
す

る
か
ら
今
日
に
宅
地
田
畑
の
地
目
鍵
更

に

よ
り
地
慣
地
租

に
異
動
を
生
す
る
嫁
同
じ
く
」
五
年
或
は
十
年
目
に
地
割
替
を
な
し
て
石
高
に
年
貢
を
割
嘗
て
卒

均
を
得
π
り
ε
申
居
候
間
他
に
深
き
意
見
は
無
之
候
由
(
中
略

)百
石
ε
し
て
決

せ
し
地
も
四
十
町
歩
畑
三
町
歩
宅

地
五
町
歩
あ
め
し
を
数
年
後
に
田
十

一
町
歩
畑

】
町
五
反
歩
宅
地

五
町
五
反
歩

ε
な
り
し
か
ら
百
石
を
割
嘗
て
歩

51)内 田銀 戯 著 日本 纒 濟 史 の 研 究 上 巻227頁274頁 以下

52)同 書 塾 』
53)本 論瓦50-56頁

54)本 論 衣:50頁
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ll膝論文43頁
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合

じ
よ
レ
.て
な
し
拠
り
ご
巾
胤
候
」
孟
め
る
が
如
く
、
其

の
要
旨
は
尾
張
藩
の
相
擁
制
度
は
筒
を
課
税
の
目
附
物

ご
な
す
、
然

る
に
若

し
地
目
蔓
換
の
行
は
る
」
恥
は
其
土
地

の
利
用
法
に
攣
更
を
來
し
從

っ
て
其
土
地
の
生
産

に

も
亦
攣
化
を
生
す

る
が
故
に
従
来

ご
同

一
に
租
枇
を
賦
課
せ
ら
る
、
時
は
英
領
は
租
税
支
彿
能
力

`
均
衡
を
保
ち

得
ざ
る
に
徴
る
.べ
し
。
依

っ
て
土
地
所
有
者

一
団
が
自
己
の
土
地
を
擧
げ
て
共
有
ε
な
し
土
地

の
割
換
を
行
ひ
以

て
此
の
不
均
衡
を
矯
正
せ
ん
ε
し
た
る
も
の
な
り
ε
云
ふ
に
め
り
。

ラ

論
者

の
吉
の
如
く
地
目
愛
換
に
よ
り
て
か
》
る
不
均
衡
を
生
す

る
こ
ε
は
事
實
な
る
も
、
不
地
目
攣
換
は
土
地

く

の
所
有
者

が
白
猿
的
に
行
ひ
た
る
も
の
に
し
て
、
彼
は
其
施
行
に
あ
た
り
て
か
、
る
事
實
の
起
る

べ
き
こ
ε
を
常

盤
豫
想
す

べ
く
た
ε
ひ
地
目
攣
換
の
爲
に
租
税
が
荷
重
ビ
な
る
ε
も
他
人
に
之
が
救
濟
を
仰
ぐ

べ
き
理
な
し

ロ
飽

く

の
土
地
所
有
者
は
自
己
が
多
年
畳
々
ご
し
て
苦
心
力
作
し
た
る
土
地
を
擧
げ
て
共
有
ξ
な
し
多
大
の
時
日
ε
努
力

ラ

冠
を
費
し
て
土
地
を
割
換

へ
以
て
他
人
の
.自
獲
的
行
為
に
基
く
租
税
の
荷
重
を
輕
減
せ
ん
ご
は
せ
ざ
る
べ
く

ハ
地

こ

目
愛
換
に
よ
り
て
従
来
の
租
税
が
輕
減

ゼ
ら

る
＼
場
合
に
は
地
目
攣
換
の
常
事
者
は
地
割
施
行
を
欲
せ
ざ
る
べ
く

二
同
地
方
に
て
は
畑
は
水
田
の
中
に
高

さ
約

二
尺
の
盛
土
を
寫
し
元
る
も
の
に
し
て
之
が
造
成
に
謝
し
て
は
多
大

ぐ

ロ

の
労
費
を
要
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、

一
村

の
土
地
を
擧
げ
て
共
有
ε
な
し
地
割
を
行
ひ
以
て
租
税
の
負
推
の
公

卒
を
計
ら
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
程
し
か
く
多
大

の
範
園
に
捗
り
て
地
目
攣
換
が
行
は
る
べ
き
も
の
に
め
ら
す
。
彼
是

親
之
本
説
は
實
際
上
獲
生
し
難
き
事
實
を
推
臆

し
た

る
も

の
ざ
云
ふ

べ
き
に
あ
ら
ざ

る
か
。

ラ三
境
界
整
理
説
は
高
場
の
小
出
亀
次
郎
氏
が
余
に
語
ら
れ
π
る
説

に
し
て
、
其
の
要
旨
は
多
年
耕
作
す
る
間

に

は
他
人
の
土
地
を
浸
食
し
叉
は
自
己
の
土
地
を
他
人

よ
り
猛
食
せ
ら
れ
て
境
界
錯
雑
を
察
す
故
に
地
割
を
行
ひ
て

設

苑

薔
尾
張
藩
に
於
け
る
地
割
調
度
(二
、完
)

第
†
四
巻

(第
二
號

四
α
七
)

一
五
七



」

丁'

説

苑

薔
尾
張
藩
'ト
於
げ
る
地
割
制
度
(一、一、完
)

第
十
四
巻

(第
二
號

四
〇
八
)

一
五
入
.

境
界

の
整

理
を
な
す

ご
云

ふ
に
あ
b
。
本

説

ば
睡

に

小
出
氏

の
み
な
ら

傘
他

藩

に
於

て
も
唱

へ
ら

る
、
所

に
し
て

牧

野
氏
が
越

衝
長
岡
藩

の
地
割

制
度

の
起
源

を
諭
せ
ら

れ
た

る
際

に
引
用

せ
ら

れ
た

る
温

言
の
栞

の

一
節

に

「
其

錯
雑
甚
し
施

主

小
作
或
ば
小
作
争
論
止
事
無
,・
甲

,..略

Y
,散

に
石
見
守
の
内
諭

に
階
ひ
村
鑑

々
申
合
せ
槍

肝

地
嘴

難

畑
は
假
・
議
こ
し
村
・
奈

に
慮
じ
何
軒
前
ご
定
め
〔霜

野

に
て
年
限
中
。
篁

を
定
め
し
よ
り

噸

.耳
癖

薦

ガ
　

　

　

　

　

な
る
は
　

る
も
、
　

多
　

力
作
し
　

土

偏

地
・
翠
・
具

有
　

し
鞘

…

若

・
か
・
ざ
・
程
し
か
嚢

暴

す
・
の
・
あ
ら
ざ
る
ず

、
果
た

欄

ε
ひ

一
旦
は
地
割
に
依
b
て
耕
地

の
境
界
を

矢

整
理
す

る
の
必
要
あ
り
与

る
も
其
際
境
界
に
標
杭

に
て
も
設

下
獺

以
小

置
す

れ
ば
再

び
か

＼
る
煩
雑

な

る
事
務
を
行

ふ
必
要

な
き
を
、以

て
之

に
因

り
て
地

割

の
簇
生
す

る
こ
ご
は
極

め
て

頃
殊

困
難

り
・
若
し
強
い
て
地
禦

之
に
基
も

の
毒

ぱ
其
は

一
旦
は
翼
長

界
整
理
の
必
要
あ
り
て
地
割
を
行

期二

線

ひ
し
に
.
其

の
讐

か
≧

必
要
な
き
も
其
が
惰
性
ε
な
り
て
続
行
し
た
る
も
の
な
る
べ
し
。

.
鍮

四
共
同
開
墾
読
は
小
野
武
夫
氏
の
唱

へ
ら

る
》
所
に
し
て
、
其
要
旨
は
多
数
者
共
同
し
て
其
地
域
の
土
地
を
開

蜷
仁

墾
し
蓮

倉

土
地
・
朋
輩

他
・
・
然
禦

葉

同
　

・
一

、

一
峯

限
毎
に
土
地
・
割
換
を
行
ひ
身

熱

疇

の
生
産
力
を
均
分
し
共
同
開
墾
者
間
に
利
益
の
分
配
を
公
李
な
ら
し
め
ん
ご
し
た
。
も
。
。
り
ε
.済
ふ
に

饑寒
圃

ン
ホ
ヤ

ミ

尾
張
國
の
干
拓
地
〔俗
構
新
田
}は
た
ε
ひ
水
腐
の
密
な
く
ε
も
汐
痛

ざ
稠
す
る
害
あ
り
。
此
害
ば
櫨

分
様

の
も

濡

の
地
表

に

】
旦
獲
生
す
る
時
は
戻
冊
は
忽
ち
悪
冊
ε
銘
し
て
牧
穫
皆
無
ε
な
り
、
反
之
従
来
潮
捕
に
て
牧
穫
智
無

57
56
.

,

「



「

な
り
し
恩
田
も

一
度
潮
痛
消
滅
す
る
時
ば
忽
ち
更
冊
ε
な
る
て
ふ
奇
し
き
も
分
に
し
て
、
是
は
総
て
の
土
地
に
獲

生
す

る
も
の
に
非
す
同

一
開
墾
地
内

し
て
も

一
は
時
々
獲
生
し
他
は

一
度
も
獲
生

せ
ざ

る
事
あ
b
叉
開
墾
後
二
三

百
年
を
経
過
す
る
も
獲
生
す
。
故
に
か
く
の
如
き
地
味
の
攣
化
甚
だ
し
く
且
不
均

　
な
る
土
地
を
開
墾
當
初
よ
り

共
同
開
墾
者
間
に
分
配
七
て
各
自
の
所
有
地
を
固
定
す
る
時
は
彼
等

の
間

に
利
益
分
配
の
不
公
否
を
生
す
る
を
以

て
、
之
が
封
鷹
策

ε
し
て
地
割
制
度
を
適
用
す

る
は
理
論
上
.あ
り
得

べ
き
の
み
な
ら
す
余
は
本
年
七
月
大
海
用
新

田
に
於
て
之
に
關
す
る
徴
讃
ε
見
倣
す

べ
き
も
の
を
得
た
り
。

ノ

大
海
用
新
田
は
海
部
郡
蟹
江
町
蟹
江
新
田
の

　
部
に
し
て
、
樋

口
好
古
著
張
濃
問
行
記
海
東
郡
蟹
江
新
田
の
條

に

「
此
新
田
は
寛
永
十
三
丙
子
牛
開
墾
し
て
元
藤
七
甲
成
年
縄
入
(註
二
七
)あ
b
本
郷
は
日
光
川
の
東
西
両
岸

に
あ

り
須
成
今
村
分
蟹
江
分
ε
三

つ
に
分
れ
b
云
々
」

ε
記
さ
る
＼
今
村
分
須
成
分
に
臆
す
。

〔註
=
七
)
縄
入
ピ
ば
櫨
地
の
寧
な
り
。

今
元
隷
七
年
四
月
同
新
田
今
村
分
及
び
須
成

分
の
検
地
帳
寓
を
見
る
に
左
の
如
し
。

(上
田
庄
石
衝
門
氏
記
録
)
一

彦

七

郎

今
村
分
検
地
帳

小
助
山
北
川
端

一
中
田
三
反
三
畝

二
+
二
歩

同
所
画

一
中
町
壷
反
入
畝
拾

二
歩

同
所
画

一
中
田
七
畝
拾
四
歩

下
芝
切

覗

苑

今

村

申

「
村村

薔
尾
張
藩

に
於
け
ろ
地
割
制
度
(
二
、完
)

中中

一
中

田

八
畝

五
歩

・
:

:
・
:
:

:

・:

:

:
:

み
巾
・

風
骨)

同

所
替
地

戻

地

一
上

田
萱

反

二
畝

二

十

一
歩

・
・:

:

二
・
:

二
・
:

・
・
:
:
(
中
・

里
⇔

右

之

寄

田
畑

合

三
拾

成
町

八
反

六
畝

三
歩

丙

新

町賦
拾
五
日
分

第
十
四
巻

〔第
二
號

四
〇
九
)

一
五
九

響



誠

苑

醤
尾
張
藩

に
於
げ

る
地
割
制
度
(
二
、完
)

一

上
田
拾
威
町
四
反
九
畝
試
歩

分
米
百
七
拾
四
石
入
斗
六
升
九
合

反
賞
右
四
斗
代

:
み
中
異
)

外

=
買
畝
歩

除

:

・
:
:

・
・:

・
:
・
:

・(中

以

上

元

腺

七
甲

成

年
四

月

暑
)

頒
成

分

板
地
帳

小

市

山
[
中
田

瓢

反
三
畝

四

歩

・
:
:
・
:

・・
:

:
:

:
(中

暑

)

芝
切

之

内

一
屋

敷

嵐旦
反
⊥
ハ
畝

拾

五
歩

:

・:

・
・
:
・
・
・
・
…

(中

暑

)

御
薩
屋
.敷

片
桐
彌
五
左
衛
門
代

伊

藤

仲

右

衛

門

以
下
五
石
黄
名
筆

(上
田
庫
右
衛
門
記
録
)

村海

中七

第

+
四

巻

(第

二
幽

四

一
〇
)

孫

六

山
】
上

田

一
反

五
畝

拾
六

歩

同

所
一
上

田
萱
畝

拾
載

歩

・:

:
:

:

・:

:

・:

・(
中

暑
)

太

郎
左

山

】
中

里

豆
反
歩

・
:
・
:
:

:
:

:
:

:

(中

暑
)

右

之

宵

田

畑

三
拾
四

町

誠
拾

歩(中

暑
)

以

上

元

疎
七
華

甲
戊

四
月

一
六

〇

「

須新

成

三
十
六
人
分

町

颪
拾

五
人
分

村

申
割

地

角
左
衛
門

片
桐
彌
五
左
衛
門
代
.

伊
藤
仲
右
衛
門

以
下
五
角
【民
需
黒
)

、

右
検

魁
帳

に
基
き
村
中
、
新
町
二
十
五
日
分
及
須
成
三
十
六
人
分
の
所
有
地

の
筆
敷
及
面
積
を
計
算
す
る
菰
、

筆
致
に
於
て
は
塗
筆
敷
の
五
〇
%
以
上
面
積
に
於
て
は
杢
面
積

の
純
毛
〇
%
を
占
む
P

■



須

成

分

　
筆

数

一

～

合 其

許 他

小 十須五新 村
六成口町
人分分二

計 分三一 卜中

華 謡 垂_二 書 敬

%

蓑

、
一六

〇
、
四
(

R

一酉

五
五
、
<
<

.

.四
四
、
=

一
8

δ
.
〕

面

積

じ
　

　

實

鍛

毎

町
展
猷
歩

二
　茜
ロ
一=

炎

、全

=
五

〇
δ
四

竃

夷

O
、四六

「三
悪

一三
.

究

、冒三

・

6
四「三
(

コ己
、窓

　西
00
二〇

一
8

δ
O

村

中

新
町
二
十

五
日
分

須
成
三
†

六
人
分

小

計

其

他

.

合

計

… 姦治1

1妻 嚢」・
今

村

分一

二
五
(

E
三
、
(
六

二
昌
昌

四
六
、
[
四

四
君
湘

一
ロ
0
、
0
0

::　1
[

一三
莞
へ

芒

、(
0

聖

誉
一五

一天
、
昌O

昌
　大
穴
蕊

一8

δ
0

右
元
脈
七
年

百

紀
二
一二
五
四
)
は
同
新
田
が
開
墾
せ
ら
れ
た
る
寛
永
十
三
年
(
日
紀
二
二
九
六
)
を
去

る
こ
ご
五

十
八
ケ
年
な
る
を
以

て
、
右
検
地
記
載

の
所
有
關
係
に
開
墾
常
時

の
所

有
關
係

♂
は
全
然
別
箇
の
も
の
な
り
ε
思
.

考

せ
ら
れ
得
る
も
、
常
時
は
宛
も
徳
川
幕
府
よ
り
田
畑
永
代
費
買
禁
止
令
の
殿
布
せ
ら

れ
花
る
寛
永
二
十
年

(
日

紀

二
三
〇
三
)
に
近
く
土
地
所
有
灌
移
動
の
趨
勢
の
抑
止
せ
ら
れ
た
る
時
代
た
る
の
み
な
ら
す
、
開
墾
當
時

一
個

入

の
所
有
に
依
り
土
地
が
右
計
算

の
如
く
多
大
の
程
度
に
村
民
全
禮
又
は
二
十
五
人
或
は
三
十
六
人
の
共
有
地

に

攣
じ
た
る
事
は
私
有
財
産
制
度
の
魏
念
の
強
烈
な

る
當
時
に
於
て
有
り
得

べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
右
検
地
帳
記
載

の
土
地
所
有
關
係
は
開
墾
當
時
の
歌
態
を
幾
分
か
保
持
す

る
も
の
芝
推
定
す
る
も
敢
て
不
當
に
非

る
べ
し
。
而
し

て
ね
鑑

帳
に
新
町
二
+
吾

貧

は
こ
+
五
人
分
復

三
亡

八
会

及
村
中
の
所
有
地
の
多
数
在

す
る
事
の

く
　

く

須
成
、
新
.町
及

今
村
は
同
新

田
を
去

る
北
方
約

「
里
に
位
す

る
部
落

の
冬
構

な

る
事
を
以

て
見

れ
ば
、少

く

ε
も

同

説

苑

蕾
尾
張
藩
に
於
け
ろ
地
割
制
度
(二
、完
)

第
+
四
巻

(第
二
號

四

一
「
)

一
六
一

59)瀧 本誠一著 日本猿濟史66頁

「



畿

苑

蕾
尾
張
藩
に
於
け
る
地
割
制
獲
(二
、完
)

「
第
+
四
巻

(第
二
號
四
【
二
)

一
六
ニ

エ

新
田
の

「
部
分
は
右
記
部
落

の
住
民
が
共
同
し
て
開
墾
し
た
る
も
の
ご
推
定
し
得

る
な
り
。
又
イ
検
地
帳
に
新
町

く

二
十
五

日
分
叉
は
二
+
五
人
分
須
成
三
十
六
人
分
及
村
中

`
記
さ
る
、
土
地
は
村
高
地

ε
構
し
て
地
割
を
行
ひ
し

、

鋤
)

も
個
人
名
を
記
さ
る
＼
土
地
は
分
高
地
ご
柵
し
て
地
割
を
行
は
ざ
り
し
こ
ε
ロ
右
検
地
帳

に
村
中
割
地
な
る
文
字

ほ

を
特
に
記
載
せ
ら

る
、
は
角
左
衛
門
な

る
個
人
所
有
地

一
筆

に
限
れ
る
こ
巴
↑
同
村
地
割
に
新
町
二
十
五
及
須
李

三
十
⊥
ハ
な
る
月
数
を
用
み
し
こ
ε
砂
以
て
見
れ
ば
同
新
田
の
地
割
は
共
同
開
墾

に
よ
り
て
起
り
た
る
も
の
に
し
て

元
藤
七
年

に
は
既
に
存
在
し
だ
る
も
の
ε
推
定
し
得

る
な
り
。
然
ら
ば
共
同
開
墾
者
は
開
墾
直
後
地
割
を
行
ひ
し

ゃ
文
は

一
且
土
地
を
分
配
し
敷
年
間
用
益
し
た
る
後
地
味
の
攣
化
叉
は
不
均

一
を
見
て
共
有
に
復
し
て
地
割
を
始

め
た
る
や
に
關
し
て
は
何
等

の
徴
直
な
し
ε
雄
も
、
中
田
博
士
の
隅

へ
ら
る
》
如
く
私
有
地
を
共
有
地

`
な
す
は

の

極

め
て
困
難
な
観
の
み
な
ら
す
か
Σ
る
干
拓
地

に
於
て
地
味
の
攣
化
叉
は
不
均

一
の
あ
る
べ
き
は
既
定

の
事
實
な

る
を
以
て
、
必
ず
や
彼
等
は
地
味
の
不
均

]
叉
は
愛
化
を
豫
恕
し
て
開
墾
直
後
地

割
を
創
始
し
拠
る
べ
し
。
若
し
熱

り
ε
す

れ
ば
本
新
田
の
地
割
は
寛
永
十
三
年

に
起
れ
る
も
の
な
り
。
次
に
地
主
中
自
ら
土
地
を
用
益
し
て
省
蝕
り

ク
サ

ギ
リ
リ

ヨ
シ
バ

へ

あ
る
者
は
、
其
地
方

一
般

の
慣
習

ε
し
て

一
回
に
謝
し
残
額
の
敷
金
(
蓮
稠
葭
生
料
叉
は
草
切
料
)
を
徴
集
し
て
小

作
せ
し
む
、
其
小
作
人
は
口
地
時
又
は
草
切
人
立
稽
し
て
地
主
の
分
配
を
受
け
た
る
土
地
を
用
益
す
る
権
利
を
永
.

久

に
有
す
る
に
至
る
、
薙
に
於
て
土
地
を
直
接
用
益
せ
ざ
る
地
主
が
自
煩
雑
な

る
地
割
を
行
ふ
よ
り
も
む
し
偽
利

へ

言

書
関
係

の
密
接
な
る
永
小
作
人
に

一
任
す
る
に
若
か
す
ε
レ
て
其
施
行
を
彼
等

に

一
任
す
る
に
到
り
し
な
ら
が
、

か
る
が
故
に
牧
野
信
之
助
氏
が
熱
田
街
道
の
南

に
當
れ
る
新
田
に
割
地
慣
行
の
存

せ
ざ
る
原
因
を
永
小
作
關
係

の

の

ヨ

存
在
に
蹄

せ
ら
れ
し
は
些
か
蓮
断

の
嫌
あ
り
、
管
見

に
よ
れ
ば
之
暮
の
新
田
に
於
て
は
共
同
開
墾
者
が
開
墾
も
の

60)

6【)

62)

63)

64)
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営
所

よ
り
省
自
の
所
有
地
を
決
定
し
其
の
土
地
に
封
し
て
永
小
作
纏
を
設
定
し
た
る
が
爲

め
に
地
割
起
ら
ざ
り
し

な
る

べ
し
。
例

へ
ば
地
割
の
存
在
し
た
る
大
海
用
新
田
の
永
小
作
人
(
目
地
持
)
は
特
定
の
土
地
に
黝
し
永
小
作
権

ロ

ト
ピ
シ

マ

マ
サ
ナ
リ

を
有
せ
ざ
る
も
地
割

の
存
在

せ
ざ
り
し
海
部
郡
飛
齢
村
大
字
政
成
新
田
の
、氷
小
作
人
(草
切
人
)
は
特
定
の
土
地
に

謝
し
永
小
作
権
を
有
し
両
者
の
土
地
に
劃
す

る
關
係
は
全
然
別
異
な
る
も
、
地
主
に
封
ず

る
關
係
は
全
然
同

一
に

し
て
共
に
特
定
地
主

に
謝
し
て
の
み
永
小
作
關
係
を
有
す

る
事
は
此
の
邊
の
消
息
を
語
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
か
。

)

鋤

五
損
金
均
分
説
は
牧
野
信
之
助
氏
の
提
唱

に
か
』
る
、
同
氏
は

「
尾
張
の
割
地
慣
行
所
在
地
は
(
中
略
)
水
損
地

く
乾
る
か
叉
は
地
味
の
攣
化
甚
だ
し
き
地
な
り
而
し
て
不
聴

に
地
味
甚
し
く
攣
動
し
だ
る
場
合
に
於
て
は
割
換
年
限

に
達
せ
す

ε
錐
も
特
に
割
換
を
行
ひ
た
る
を
見
る
共
同
開
墾
の
事
實
は
之
を
徴
す

る
を
得
す

さ
れ
ば
此
等
の
地

に

於
け
る
割
地
慣
行
の
起
因
は
全
然
損
害
を
均
分
に
負
推
せ
ん
ε
す
る
思
想
よ
り
出
で
だ
り
・こ
決
定
す

べ
し
」
ε
述

べ
て
地
方
汎
例
録
の
丈
を
も
引
用
せ
ら
る
》
を
似
て
見
れ
ば
.
同
氏
は
地
割
は
水
害
其
他
地
味

の
攣
化
に
基
く
損

失
を
村
民
が
共
同
負
燃
し
以
て
相
互
救
濟
を
な
さ
ん
爲
に
創
始
し
た
る
も
の
な
り
こ
せ
ら
る
、
な
り
。
余
は
か
ン

う

る
場
合
の
存
す
る
事
を
敢
て
排
斥
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
も

一
般
的
に
考

ふ
る
聴
は
イ
農
地
の
改
頁
は
多
大
の
勢

資

ど
年
月
ε
を
慶
す
に
弄
す
ん
ば
成

る
も
の
に
非
す
し
て
土
地
は
地
主

の
懸
女
房
な
る
事
は
敢
て

日
計
q

の
言

を
俟

つ
迄
も
な
き
事
な
り
。
故

じ
假
令
同

一
村
民
な
り
円
錐
も
血
族
的
關
係
久
は
経
済
的
關
係
の
緊
密
な
ら
ざ
る

他
人
の
窮
乏
を
救
済
す

る
が
爲
に
自
己
最
愛
の
美
田
を

犠
牲
に
供
す
る
が

如
き
事
は
あ
ら
ざ

る
べ
く

η
常
時
の

く

租
税
制
度
に
し
て
耕
地

一
筆
毎
に
其
生
産
状
態
を
検
見
し
て
〔
小
槍
見
法
に
よ
り
)其
税
額
を
決
定
す
る
も
の
な
り

せ
ぱ
、
地
味

の
攣
化
に
よ
っ
て
牧
穫
不
箆
ε
な
り
し
耕
地

の
租
税
は
軽
減
せ
ち
る
Σ
を
以
て
其
土
地
の
所
有
者
は

翫

苑

薔
尾
張
藩
.ド於
け
ろ
地
割
制
度
〔二
、完
)

第
十
四
巻

(第
二
號
四
=
二
)

一
六
三

65)国 家學會雑誌第二十五巻第 四號19-29頁
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競

苑

葛
尾
張
藩
に
於
け
ろ
地
割
制
度
(二
、完
)

第
+
四
巻

(第
二
號
四
一四
)

=
八四

甚
だ
し
く
其
打
撃
を
被
ら
す
、
故
に
各
人
最
愛
の
土
地
を
擧
げ
て
共
有
ε
な
し
地
割
を
行

ふ
程
の
必
要
な
か
る
べ

し
。か

る
が
故

に
余
は
地

割
制
度
の
原
因
を
地
味
の
墾
化
に
依
る
損
益
均
分
の
み
.に
締
す
る
は
如
何
な
ら
ん
ε
思
ひ

て
調
査

の
歩
を
進

め
た
る
に
、
本
制
度
が
.租
税
制
度
ε
…關
係
を
有
す

べ
し
ご
想
像
し
得

る
の
史
料
を
得
た
り
。
即

ち
本
藩

に
於

て
は
左
記
戸
田
村
の
見
定
(
納
税
告
知
書
)
の
示
す
が
如
く

(
甚
目
寺
村
及
岩
塚
村
の
も
の
を
も
得
た
.

る
に
同

一
形
式
な
紅
を
以

て
略
す
)
土
地

の
所
有
者
を
租
税
主
膿

ε
な
し

一
村
至
禮
の
高
を
租
税
客
禮

ε
な
し
地

主
叉
は
農
民
を
納
税
者

蓬
な
す
が
故
に
、
納
税
告
知
書
を
藩
よ
り
交
付
せ
ら
る
＼
時
は
庄
屋
及
關
係
者

一
同
相
脅

し
て
各
自
の
持
高
に
正
比
例
し
て
分
賦
す
。

菟

定

(山
田
彊

一
郎
氏
交
書
)

「
高
武
千
球
百
八
拾
壷
石
入
升
瓢
合

海
東
郡
戸
田
村
取
米
千
九
拾
煎
石
六
斗

三
升
九
合

、
高
四

ソ
七

ト
九
厘
、

内
拾
九
石
七
斗
五
升

要

三
十
九
石
五
斗

二
而
納

」
高
百
六
拾
石
七
斗
三
升
四
合

同
所
七
ゲ
所
噺

国

取
来
否
威
石
入
斗
七
升

高
六
ッ
四
ト
取

内
玉
石
萱
斗

萎
捨
石
球
斗

に
て
納

右
の
わ
け

・
.-
・
・二
:
:
:

:
・・
;
(中
・

略
)

右
足
者
富
成
の
年
御
免
相
如
此
相
究
候
間
村
中
不
残
立
食
以
来
申
分
無
之
機
数
羅

極
月
+
日
以
前
急

度
可
令
皆
納
者
也

天
和
成
年
戎
+

一
月

服
部
+
右
衛
門



戸
田
村庄

屋

小

百

姓

中

組

頭

然
も
同
地
方
は
牧
野
氏
の
吉
の
如
く
地
味
の
攣
化
甚
し
き
土
地

に
し
て
、
其
土
地

の
生
産
量
は
必
ず
し
も
其
土

地
所
定
の
「
石
高
」
に
相
慮
せ
す
爲
め
に
租
椀
が
税
源

に
射
し
て
過
輕
叉
は
過
重
な
る
こ
巴
あ
り
、
而
も
何
等
か
の

事
由

に
よ
り
て
納
税
者
中
何
人
か
納
税
の
義
務
を
履
行

せ
ざ
る
時
は
、
納
税
者
は
連
帯
責
任
を
有
す
る
を
以
て
右

未
納
の
租
税
を
分
捨
納
付
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
。
藪
に
於
て
各
自

の
私
有
地
を
擧
げ
て
共
有
蓬
な
し
数
年
目
に

一
回

宛
土
地
の
惜
級
を
審
査
決
定
し
て
各
自

の
持
高
に
相
當
す

る
生
産
を
擧
げ
得

る
様
に
土
地
を
舜
配
し
租
税
の
賦
課

を
公
平
な
ら
し
め
納
税
者
全
部
を
し
て
各
々
租
税
を
完
納
せ
し
む
る
ε
共
に
他
人
の
租
椀
未
納
に
依
る
不
慮

の
損

失
賃
機
…を
冤
か
れ
ん
ε
の
趣
旨
に
基
き
、
村
民
が
自
腰
的
に
地
割
を
創
始
し
だ
る
も

の
な
る
べ
し
。
尾
張
藩
代
官

好
例
叉
右
衛
署
飲
法
幣
談

の

一
節
に

「
村
に
よ
b
禁
を
侵

し
て
抜
商
ε
て
田
畠

の
高
を
減
じ
て
高
金
を
敢
て
人
に

奥

へ
自
ら
地
も
な
き
高
の
み
を
有
す
固
よ
D
貧
民
の
所
爲
な
れ
ば
常
時
の
金
を
貪
り
後
の
因
を
顧
み
ず
年
々
其
室

ヘ

ム

ら

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

し

ム

ヘ

ム

ム

高
の
視
を
出
す
に
至
て
愈
因
み
に
た

へ
す
し
て
こ
れ
を
棄
て
出
奔
す
る
其
高
の
椀
村

か
、
り
ε
.成
て
村
民
甚
困
窮

ムす

る
に
至
故
に
古
よ
り
殿
令
あ
り
て
こ
れ
を
禁
ず

ご
難
も
民
こ
れ
に
利
あ
る
事
故
密
に
こ
れ
を
行
ふ
如
此
成
乗
れ

ム

ム

る
村
は
年
も
経
人
も
攣
化
せ
し
こ
ε
な
れ
ば
今
更
に
改
む
.べ
き
術
も
な
し
叉
鋤
概
地
弾
を
行
ふ
村
あ
り
十
年

程
の

間
に
は
舞

を
正
し
反
畝
姦

す
・
曾

・
蒋

硲
律

柱
掛

要

雰

黙

鉾

葬

灘

ざ

じ
」
.ボ

る
は
余

の
推
憶
を
裏
書
す

る
琶

の
に
あ
ら
す

や
。

説

苑

蕾
尾
張
藩
に
於
け
ろ
地
割
制
度
(二
、完
)

第
十
四
巻

〔第
二
號

四

一五
)

「六
五

66)南 江幸三郎氏及奥 田信好氏 の調 査

67)日 本経 済叢書第十四巻589-5901

■



「

説

苑

薔
尾
張
藩
に
於
け
ろ
地
割
制
度
〔二
、完
)

第
+
四
巻

(
.
第
二
號

四

一
六
)

【
六
六

若

し

こ
の
推
憶

に
し
て
誤

ら
す

ε
せ
ば

、
之
は
先

進

諸
學
者

の
提
唱

せ
ら

る
＼
租
税

説

に
属

す

る
も

の
に
し
て

耕
地
共

有
制
度

は
必
ず

し
も
共

有
財
産

制
度

よ
り
私

膚
財

産
制
度

に
移

る
過
渡
期

の
産
物

に
あ
ら
ざ

る
こ
ご
を
讃

す

る
も

の
ご
云

ふ

べ
し
。

以
上
余
は
地
割

の
起

因

に
瀾

し
些

か
得

た
る
交
書

ε
見

分
ざ
古
老

の
言

ε

に
基
倦

徒
ら
.に
推
億

を
逞

し
く

し
批

判
を
醤

し
た
る
の
み
な
る
を
以
て
右
五
説
の
是
非
を
断
定
す
る
の
勇
気
を
歓
を

錐
、
張
ひ
て
吉

へ
ば
班
田
敗

受
遺
制
説
及
地
目
璽
換
説
に
は
賛
意
を
表
す

る
事
能
は
す
、
境
界
整
理
説
は
時
ε
し
て
か
N
る
場
合
も
あ
ら
ん
も

↓
般
的

に
は
存
在
せ
ざ
る
べ
く
、
共
同
開
墾
説
は
理
論
上
認
容
し
得

る
の
み
な
ら
ナ
,
之
が
徴
謹
ε
見
倣
す

べ
き
為

の
あ
り
、
叉
地
味
の
攣
化
に
依
る
損
益
均
分
説
は
余
は
敢
て
之
を
排
斥
す
る
も
の
に
あ
ら
す
ど
雌
む
し
ろ
租
税
制

度
が
重
大
原
因
に
あ
ら
す
や
恵

推
す
。
要
秦

が
調
査
せ
る
部
落
の
地
割
の
起
因
の
主
た
竜

の
は
共
同
開
墾

ピ
租
税
制
度
の
二
ε
な
す

べ
き
が
如
し
。

ラ

然
ら
ば
っ
此
二
原
因
に
よ
る
地
割
の
内
何
れ
が
先
に
獲
生
し
乾
る
や

ロ
岡
麓
の
地
割
は
全
然
無
闕
係
に
起
こ
り

く

く

た
る
や

ハ身

振
藩

の
地
割
は
他
藩
よ
り
傳
来
せ
し
も
の
な
り
や
、
之
等
に
關
し
て
は
何
等
の
材
料
を
得
ざ
り
き
。

ぐ

暫

し
て
起
b
た
る
地
割
制
度
は
多
蔽

明
治
の
初
年
迄
繕

明
塗

奉

の
地
租
整

異

に
他
動
的
に
壊

し
た
る
も
幅
島
新
田
の
如
き
は
其

の
遺
風
を
繊
示

し
て
今
伺
施
行
し

つ
、
あ
り
。

第
六

利

害

地
割
に
よ
り
て
道
路
、
用
悪
水
路
及
び
杁
橋
薯
を
修
理
新
設
政
慶
し
叉
は
耕
地
の
境
界
を
矯
正

し
得
た
れ
ご、
も

魑



「
.

ライ
土
地
が
細
分
せ
ら
れ
た
り
、
例

へ
ば
異
相
源
=
、郎
氏
の
談
に
依
れ
ば
服
部
に
て
は

一
反
歩
の
土
地
が
三
十
五
⊥
ハ

こ筆

に
分
割
せ
ら
れ
し
ε
の
事
天
下
の

一
色
の
地
割
帳
を
見

る
に
僅

に
三
畝
歩

の
土
地

が
左
の
如
く
十
三
筆
の
土
地

よ
り
成

る
事
を
以
て
見
る
も
地
割

に
よ
り
て
土
地
が
如
何
に
細
分
せ
ら
れ
し
か
を
推
知
し
得

べ
し
。

川
束
田
方
渡
し
帳

(
上
略
)

大
富
り

=
二
畝
三
歩

彌

三

}
上
田
六
歩

　
中

+
歩.

[
下

九
歩

(森
治
卒
氏
"記
録
)

伊

藤

三
百
九
十
二

=
一頁
六
十
♪
M

二
百
九
+
四

一 一 一 一 縫 一 一 ・一

九 九 下 下 こ 中 中 下
下 下 し
七 三 八 入 一 十 一
歩 歩 歩 歩 歩 二 歩

歩

百 百 二
二 二 百
十 十 九
七 六 十

二
+
二

二
+
三
番

七
百
六
+

七
百
六
+

一

流一
上
田
五
歩

一
中

+
二
歩.

}
下

+

「
歩

x

三
畝

三
歩

〔
下

略
)

山ハ
}臼
一
一十
幽ハ

五
官

七
番

七

百

七
+

七

ロ

一
口
の
土
地
は
総

て
の
地
種
よ
b
構
成
せ
ら

る
エ
が
故
に
各
農
家
の
脛
瞥
地
は
散
説
甚
し
く
農
地
交
叉
す

る
を

く

う　
ラ

以
て
服
部
に
て
は
抽
籤
後
者
當
事
者
聞

に
適
宜
舜
配
地

の
交
換
を
行
ひ
て
交
叉
の
程
度
を
緩
和
し
た
転

ρ
割
換
前

く

=

一年
間
は
掠
奪
農
業
行
は
れ
し
か
ば
勘
光

に
於
て
は
、
地
割
年
限
は
走
れ
を
不
定
期
ε
な
し
地
主
は
適
當
の
時

の
　

期
を
見
計
ひ
て
地
割
の
年
を
突
然
螢
表
し
以
て
小
作
人
が
掠
奪
農
業
を
行
ふ
機
禽
を
少
か
ら
し
め
た
転

　
水
田
地

う

く

割
は
多
く
秋
期

に
始
ま
り

て
冬
期

に
終
了
せ
し
か
ば
二
毛
作
に
支
障
あ
リ
ボ
多
大
の
時
間

ε
勢
力

ご
を

要

し
た

く

り
。
要
す

る
に
地
割
は
現
今
の
所
謂
耕
地
整
理
の
利
.盆
あ
る
も
農
業
脛
瞥
殊
に
集
約
的
農
業
輕
瞥
上
多
大

の
妨
害

あ
り
。

彼
是
親
之
、
地
割
は
農
業
上
の

…
悪
制
度
な
る
が
如
き
も
遠
く
遡

っ
て
地
割
獲
生
當
時

の
農
業
状
態
を
追
想
す

説

苑

奮
尾
張
藩
に
於
け
る
地
割
制
度
(二
、完
)

第
十
四
巻

(第
二
號
四
一
七
)

一
六
七

GS)異1・ 目源 三頁F民 設

69)4、 出鶉 衣 喪ド氏調 査

、

血



「

.

'

説

苑

奮
尾
張
藩
に
於
げ
る
地
割
制
度
三

、完
)

第
+
四
巻

(第
二
號

四

一
八
)

【
六
八

る
に
、
共

営
時
は

(少

く

ε
も
元
畷
時
代

)農
業

の
技

術
未

だ
進

歩

せ
す
其
纒

験
は
粗
放
な

り
し
を

以
て
、
地

割

を

施

行
す

る
も
農

業
経

特
上

差
程

人
な
る
支
障
な

か
b

し
の
み
な
ら
す

、
之
が

鋼
に
當
恥

の
租
税
制
度

に
逓
癒

し
又

は
共
同
開
墾
上
の
利
盤
を
公
至
重

受
し
得
だ
る
な
ら

ん
も
、
其

の
後
農
業
核
術
進
歩
し
其
の
纏
持
集
約
ε
な
る

に
到
り
し
か
ば
既
記
弊
害

が
漸
次
顯
出
す

る
に
至
り
陀
る
も
の
な
る
べ
し
.
例

へ
ば
千
音
寺
は
従
前
十
ケ
年
毎
に

ゆ

地
割
を
行
ひ
し
も
其

の
後
村
民
の
希
望

に
よ
り
て
地
割
年
限
を
延
長
し
た
る
が
如
き
、
又
幅
島
に
て
は
以
前
五
ケ

年
毎
に
地
割
・
行
…

倉

り
二
+
年
前
に
+
ケ
誰
に
延
長
、
、
更

に
近
來
は
本
制
度
震

。
希
署

漸
奮

加

し

つ
N
あ

る
が
如

き
は
此

一
例
謹

ε
.云

ふ
べ
き
な

り
。

第

七

-
結

言

之
を
要
す

る
に
、
蕾
尾
張
藩
に
於
け
る
地
割
は
極

め
て
厳
き
範
園
に
捗
り
て
施
行
せ
ら
れ
π
る
も
の
に
し
て
.

其
内
容
は
論
文
の
簡
略
上
他
藩
の
も
の
ε

一
々
比
較
論
評
す

る
を
避
け
た
る
も
特

に
著
し
き
黙
あ
る
を
見
す
、
其

獲
生
の
年
代
は
不
明
な
る
も
既
に
元
蕨
七
年
に
存
在
し
セ

る
徴
謹
あ
b
、
其
の
圭
陀
る
獲
生
原
因
ご
し
て
は
共
同

開
墾
及
租
挽
制
度
の
二
塞

げ
得

べ
と

難
癖

究
の
箆

大
に
あ
り
、
条

制
度
は
今
日
よ
り
考
ふ
れ
ば
農
業

経
楼
殊
に
集
約
纏
鞍
上
幾
多
の
弊
害
あ
り
ε
雌
も
畿
生
常
時
に
於
て
は
重
要
に
し
て
且

つ
止
む

べ
か
ら
ざ
る
制
露

な
b
し
な
ら
ん
。

メ

　

　

　

メ

メ

終

に
臨
み
研
究
上
御
懇

篤
な

る
御
指
導

を
賜
り
た

る
京
都
市
國
大

墨
・教
授
文
學
博
士
三
浦

周
行

先
生

に
射
し
謹

ん
で
感

謝

の
意
を
表
す
。
(大
正
一
〇
、
一
一
、
一
北
海
猶
帝
国
大
學
農
事
部
農
業
郷
溌
墨
教
室
)

編
曝
櫓
任

附
錬
の
地
割
地
圖
に
編
輯
の
都
食
上
掲
載
ぜ
ず
。

　70)小 出亀次郎 氏調査

71)佐 藤忽吹郡民談

、
噛

礁

＼

.


